
 

 

 

≪赤い羽根共同募金とは・・・≫ 
「赤い羽根共同募金」は、昭和２２

（1947）年に「国民たすけあい共同募金」

として始まり、「社会福祉法」に基づき、地

域福祉推進のために活用されています。 
 ≪じぶんの町を良くするしくみ。≫とし

て、寄せられた募金は北海道共同募金会を通

じて北見市共同募金委員会へ配分され、高齢

者や障がい者、子どもたちなどを支援する福

祉団体や、ボランティア活動などの地域福祉

事業に活用されています。 

 また、一部は「災害等準備金」として積み

立てられ、地震や豪雨などによる大規模災害

発生時には災害ボランティア活動支援とし

て、被災地で活用されています。 

 誰もが自分の地域に関心をもち、お互いに

助け合って、ともに生きていこうという理念

の共同募金は、誰でも手軽に参加できる地域

福祉活動の一つです。 

●北見地区委員会：北見市寿町 3丁目 4番 1号 北見市総合福祉会館内 

電話 0157-61-8181  

●端野地区委員会：北見市端野町端野２３８番地６ 端野町在宅介護支援センター内 

電話 0157-67-6268  

●常呂地区委員会：北見市常呂町字常呂３３８番地 北見市老人いこいの家内 

電話 0152-54-1200 

●留辺蘂地区委員会：北見市留辺蘂町東町８４番地１ 北見市はあとふるプラザ内 

電話 0157-42-2200 

 北見市共同募金委員会では毎年、北見市限定ご当地ピンバッジを製作しています。 

赤い羽根がデザインされたピンバッジを身に付けていただくことで、赤い羽根を

より身近に感じて、共同募金運動を一緒に盛り上げていっていただきたい、という

思いを込めてこの取組みを行っております。 

２０２５年のご当地ピンバッジのデザインは「きーたん」です。趣旨をご理解い

ただきご協力よろしくお願い申し上げます。 

 

※町内会や企業等からの募金協力とは取り扱いが異なりますので、予めご了承ください。 


